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第１章． 本手引きの趣旨  

1）本手引きの趣旨  

●農業用施設機械（ポンプ設備）については、現在、土地改良区、市町村等

の施設管理者による日常点検や、国、都道府県等の施設造成者による概略

診断の結果に基づき、状態把握が行われている。また、日常点検、概略診

断結果を踏まえ、施設の用途、規模等に応じて、時間計画保全（TBM）や

事後保全（BM）により、保全管理が行われている。  
※時間計画保全（TBM）、事後保全（BM） P.2-3 参照  

●現状の点検、診断内容は、目視を主とする五感を用いた調査が実施されて

いることから、ポンプ設備内部の状況把握が難しいという課題があり、ポ

ンプ設備に大きな振動等が発生した段階で保全対策を実施する事後保全的

な対応となるケースも生じている。  

●一方、スマート農業の実装や農業のデジタル・トランスフォーメーション

の推進等、先進技術を積極的に活用し、持続的に発展する農業を目指して

いくことが、今後の土地改良事業の重要な方向性となっている。  

●本手引きは、農業用施設機械（ポンプ設備）を対象に、デジタル技術等の

技術革新が進む計測技術を活用した状態監視手法により、ポンプ設備内部

の状況を定量的に把握し、各測定値の傾向管理を行っていくことで、ポン

プ設備の点検、機能診断作業の効率化、点検整備費用の削減、突発事故の

回避や信頼性の向上に資することを目的としている。  

ただ、必ずしも状態監視保全（CBM）の方が事後保全（BM）より優れて

いるわけではなく、両保全方式を併用して状況に応じて使い分けることで

高い効果が発現される。本手引きは、これまで時間計画保全（TBM）によ

る保全管理が行われているような重要度の高い施設を想定しており、BM
が効果的な小規模な施設等への適用は想定していない。  

●現状では農業用施設機械（ポンプ設備）の多様性から、各状態監視手法を

用いた設備状態の判断基準値を示すことが難しい状況であり、本手引きを

参考に実施される状態監視データを農業水利ストック情報データベースに



   

1-2 
 

蓄積していくことにより、今後、状態監視技術を確立していくことも目的

としている。  

2）本手引きの対象者  

●本手引きは、主にポンプ設備の日常管理を行っている土地改良区、市町村

等の施設管理者、及び機能診断を行っている国、都道府県等の施設造成者

が活用する手引きとして、状態監視手法の概要や、測定方法、判断基準、

測定費用等を取りまとめたものである。  
 

3）本手引きの構成  
本手引きの構成を下表に示す。  

表 -1.1 手引きの構成 (1/2）  

章番号  
頁数  

内 容  

第 1 章  
本手引き  
の趣旨  

P.1-1～8 

○機械設備（ポンプ）については、デジタル技術等を駆使して、状態

監視への移行を図り、保全管理コストの低減や突発事故の削減等を

目指す。  
○本手引きの活用により状態監視手法の導入を促進し、取得したデー

タを蓄積して、データ分析による劣化予測技術の確立を目指す。  

第 2 章  
現状の課題、

状態監視の  
必要性  

P.2-1～7 

○現状の点検、機能診断は、五感を主としている。また、時間計画保

全（TBM）や事後保全（BM）による保全が主となっている。  
○ポンプ設備内部の状態把握が困難であることから、事後保全的な対

応、オーバーメンテナンス、突発事故の発生等が生じている。  
○上記課題に対して、状態監視手法の導入により、予防保全的な対応、

点検整備サイクルの延伸、ポンプ設備の信頼性確保を図る。  

第 3 章  
状態監視手法  
P.3-1～72 

○軸受部を主な状態監視対象とし、「潤滑診断」、「振動診断」等の状

態監視手法の概要（目的、使用器具、管理基準値、費用等）を示す。 
 
 
 

 

 

潤滑診断 P.3-11～35 振動診断 P.3-36～53 

温度測定 P.3-54～56 

絶縁抵抗測定 P.3-61～64 接地抵抗測定 P.3-65～68 

電流・電圧測定 P.3-69～70 回転数測定 P.3-71～72 

内視鏡診断 P.3-57～60 
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表 -1.1 手引きの構成 (2/2）  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

章番号  
頁数  

内 容  

第 4 章  
データの蓄積  

P.4-1～4 

○各計測結果による傾向管理や今後のデータ蓄積のため、統一的な

形式のデータを蓄積することが重要。  
○取得した国営造成施設のデータは、施設の情報を一元的に管理す

る「農業水利ストック情報データベース」に集約。  
○蓄積されたデータは、ダウンロードして、施設毎の傾向管理や判

定基準の検討等を行う基礎資料として活用。  

第 5 章  
傾向管理手法  

P.5-1～5 

○傾向管理は施設機械設備の劣化判定方法の一つ。機器・部品等の

状態を経時的に監視・計測して、その傾向の変化により機器の劣

化進行を把握する手法。  
○計測値の経年変化をグラフ上にプロット（傾向管理グラフ）して、

劣化の進行具合を予測し、整備・補修又は更新（取替）時期を検

討。数値的な根拠に基づき点検や更新サイクルの延伸を図る。  

第 6 章  
今後の機能診  

断手法  
P.6-1～8 

○ポンプ設備の状態監視に向け、高精度センサや AI 等の先進デジ

タル技術を活用した技術開発が進められている。  
○将来的には AI、IoT 等の先進技術の活用により、状態監視も自動

化されていく。すべてのポンプ設備での AI、IoT 等の先進技術の

活用が望まれる。  

 
 

 

測定に必要な  
器具は？  
（P.3-5）  

測定結果はどう  
判断するの？  
（P.3-21 他）  

外部委託する場合  
の費用は？  
（P.3-31 他）  
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4）手引きの適用について  

 ●本手引き及び関連技術図書の適用は下表のとおりである。  
   なお、潤滑診断に関しては、施設管理者が実施する一次診断を詳細に記載

した“農業用施設機械（ポンプ設備）における簡易潤滑診断マニュアル

（R3.3 関東農政局土地改良技術事務所）”  （以降、簡易潤滑診断マニュア

ルとする）を併せて参照していただきたい。  
 

表 -1.2 本手引き、関連技術図書の適用  

 土地改良施

設管理基準  
 

用水機場編  
H30.5 

排水機場編  
H20.9 

基幹水利施

設指導・点

検・整備マ

ニュアル  
（揚水機場

編、排水機

場編）  
H7.1 

機能保全の

手引き（ポ

ンプ設備）  
H25.4 

農業用施設

機械（ポン

プ設備）に

おける簡易

潤滑診断マ

ニュアル  
R3.3 

農業用施設

機械（ポン

プ設備）に

おける状態

監視の手引

き  
R3.3 

●日常管理  〇  〇     

 状態監視     〇  〇  

●定期点検  〇  〇     

 状態監視      〇  

●概略診断調査  〇   〇    

 状態監視      〇  

●健全度評価、

機能保全計画  

〇   〇    
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5）手引きの背景  

●以下のような背景を踏まえ、農業用施設機械（ポンプ設備）への状態監視

手法の導入が必要とされている。  
 

（1）農業農村をめぐる状況  

①少子高齢化  

我が国の人口は、今後 30 年間で 2 割減少すると見込まれ、農業就業者

は、すう勢で 2030 年に約 4 割減少、2040 年に半数以下となると推定さ

れている。  

 
図 -1.1 将来推計人口（総人口と 15 歳以上の総人口に占める 15～49 歳の割合）  
（出典：新しい「農業構造の展望」考え方、令和 2 年 1 月 農林水産省 HP）  

 

 

②頻発・激甚化する災害  

近年、気候変動が顕著であり、台風や集中豪雨による水害の頻度が高

まり、また被害規模も大きくなっている。  
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●地球温暖化の影響により、日本の年平均気温は上昇傾向であり、それに

伴う集中豪雨による水害や土砂災害が頻発・激甚化している。こうした

地球規模のリスクは、今後の世界的な食料需給の逼迫と相まって、多く

の食料を輸入に頼る我が国に不安を与えるとともに、食料生産の場であ

る農村社会を脆弱化させる等の影響が懸念される。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 -1.2 地球温暖化と大雨リスクの増加  
（気象庁 HP より）  

 
 
（2）ポンプ設備の役割と現状【ポンプ設備の歴史と役割 Ｐ.参 1-1～4】  

【役割】  

●農業水利施設は、食料の生産に欠かせない用排水の管理はもとより、水

の循環を通じた流域環境保全等の機能を有し、国民の「共通財産」とし

て、極めて重要な役割を担っている。  

●用水ポンプ設備は、揚水等の必要な場所において水需要に応じた用水量

を受益地等の目的地まで効率的に送配水するために設置され、送配水及

び用水量調節等の機能を担っている。  
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●排水ポンプ設備は、洪水時に排水を行うこと、あるいは常時排水が必要

な地区において内水位を低下させることにより、農作業の効率化や、農

地のみならず周辺の市街地を含め地域全体を災害や湛水被害から守るた

めに設置され、排水及び排水量調節等の機能を担っている。  

【現状】  

●基幹的な農業用用排水機場は全国に 2,800 箇所以上あり、これらの約 7
割の施設が標準耐用年数を超過しており、突発的な事故発生や耐用年数

を超過した施設の更新が集中することが懸念されている。  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 -1.3 全国の基幹的な用水機場、排水機場のストック  

（農林水産省 2019 年調べ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 -1.4 耐用年数を迎える機場数（農林水産省 2019 年調べ）  

ストック量 (再建設費ベース）  
      
  
 
 
 
 

標準利用年数超過割合  

100 億円以上 300 憶円未満  

300 億円以上 1000 憶円未満  

1000 憶円以上  

50％未満  

50％以上～70%未満  

70％未満  

100 憶円未満  

機
場
数 
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（3）基本的な対応方針  

●少子高齢化への対応として、保全管理の省力化・効率化が求

められている  

現状では日常点検や機能診断等により、これらポンプ設備の機能保全

に努めているものの、少子高齢化に伴い、農業技術者や土地改良区の職

員が減少。  

→デジタル技術の活用により、保全管理の省力化・効率化を図る。  

 

●頻発・激甚化する災害への対応として、排水ポンプ設備の信

頼性確保が求められている 

排水ポンプ設備は、農地のみならず周辺の市街地を含め、地域全体の

重要な防災施設となっており、頻発・激甚化する災害に対して、突発的

な事故発生による機能停止を未然に防ぐ必要がある。  

→デジタル技術の活用により、ポンプ設備の信頼性確保を図る。  

 

●更新時期の集中が懸念される 

耐用年数を超過した施設の更新が集中することが懸念されている。  

→デジタル技術の活用により、保全管理コストの低減を図る。  
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第２章． 現状の課題、状態監視の必要性  

1）現状の機能診断、保全方式  
（1）現状の機能診断  

土地改良区、市町村等の施設管理者が実施

する日常点検、施設管理者からポンプメーカ

ー等に依頼する定期点検、施設造成者により

5 年に 1 回程度実施される概略診断、必要に

応じて実施される簡易内部診断の結果に基

づき、定性的な評価や、絶対評価（※次頁参

照）が行われている。  
各調査手法の概要は、下表のとおりであ    

る。  
 

 
 
 
 
 
 
 

表 -2.1 現状の機能診断の特徴  
手 法 概 要 評価手法  

日常点検 目視や聴覚等の五感を主と

した調査 

異音、振動、油漏れ等、常時と異なる

状態を定性的に評価 

定期点検 

概略診断 

上記に加え、振動、芯ぶ

れ、ポンプ性能（吐出量）

等を計測 

五感による評価の他、振動値や吐出量

等を管理基準値と比較する絶対評価を

行い、それらを総合的に評価 

簡易内部 

診断 

概略診断結果、吐出量の低

下等内部の異常が想定され

た場合、上ケーシングを開

放し、目視、計測（ケーシ

ング、インペラの隙間等） 

主に内部の摩耗、腐食状況を評価 

上ケーシングを開放することから、相

応の費用が必要。なお、ケーシング内

部の状況確認は可能であるが、軸受部

の状況確認はできない。 

 

 

軸受部の

油漏れ等

を目視で

確認  
 

運転等の管理・日常点検  

定期点検  

施設管理者  

概略診断調査  

施設造成者  

概略診断評価（絶対評価）  

 

簡易内部診断  

必要に応じて  

定期点

検、概略

診断調査

状況  

図 -2.1 現状の機能診断手順  
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機能診断による計測結果の評価には、「絶対評価」と「相対評価（傾向

管理）」がある。現状は、主に「絶対評価」で判定されている。  

●絶対評価  
「絶対評価」とは、計測値と管理基準値を比較することにより、異常又

は異常の兆候（疑い）の有無を判定する手法である。  
管理基準値は、JIS 規格や民間基準値等により、状態管理手法毎に定め

られる。  
 

●相対評価（傾向管理）【P.5-1～】  
「相対評価（傾向管理）」とは、同一箇所を定期的に計測して時系列で比

較し、正常な場合の値を初期値とし、初期値に対する数値の変化をみて、

異常又は異常の兆候（疑い）の有無を判定する手法である。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本手引きにおける「相対評価（傾向管理）」の管理基準値の設定及び評価

方法については、河川ポンプ設備への状態監視手法の導入を目的に状態監

視のための計測項目等が取りまとめられた「河川ポンプ設備状態監視ガイ

ドライン（案）平成 30 年 4 月  国土交通省※」を参考としている。  

※参考 河川ポンプ設備状態監視ガイドライン（案）  

河川ポンプ設備の羽根車や軸・軸受等内部を点検するためには、大掛かりな分解

作業や精密な計測作業を行う必要があるが、多額なコストを要するため頻繁に行え

ない状況。状態監視技術を導入できれば低コストで信頼性確保が可能。 

 第１回：●年 /〇月  第２回：●年 /〇月  第３回：●年 /〇月  
振動  

加速度  2.3 3.2 5.2 

評価  
(管理基準 ) 

良好  
許容値の 1～2 倍  

良好  
許容値の 1～2 倍  

注意  
許容値の 2～3 倍  

●絶対評価、相対評価（傾向管理）  

絶対評価のイメージ：計測毎に管理基準値と比較し、評価  

初期値の6.3倍以上

初期値の2.5倍以上

【振動診断の例】

初期値=5.0

注意値=12.5

危険値=31.5

計測値が急上昇
不具合の予兆の
可能性高い

正常値 計測値

時 間

振

動

変

位

相対評価のイメージ：定期的な計測結果をプロットし、傾向を評価  
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（2）現状の保全方式  

以下に示すような保全方式がある。  

  【保全方式の概要】    

ポンプ設備は、部位の性能低下が設備全体の機能停止につながること

が多いため、状態監視保全（CBM）、時間計画保全（TBM）のいずれか、

若しくは両方式を併用する保全方式が基本となる。  
ここで、機器・部材や部品等の劣化特性から、適した保全方式があり、

例えば、振動計測等による状態把握が可能な軸受部には状態監視保全

（CBM）が、故障が突発的に発生する電気設備には、時間計画保全（TBM）

が適している。  
 

予防保全（PM）：機器の故障停止に至る前に分解、修理を行う保全方式。  

事後保全（BM）：機器の停止あるいは、有害な機能低下に至ってから修

理が行われる保全方式。  

時間計画保全（TBM）：機器の使用期間や運転時間を基準として定期的

に分解、修理が行われる保全方式。  

状態監視保全（CBM）：機器の定常的な運転状態を監視および計測して

おき、その結果から故障の予兆を察知し、分解、修理が

行われる保全方式。  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

図-2.2 保全方式の区分 

 

（農業水利施設の機能保全の手引き「ポンプ場（ポンプ設備）」P.21 より引用）  
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  【現状の保全方式】    

主な保全方式は以下のような特徴があり、現状では、施設規模等に応じ

て、時間計画保全（TBM）、事後保全（BM）が採用されている。  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※参考） 河川構造物管理研究セミナー  
       機械設備の維持管理に関する研究動向 平成２９年３月３日  
       国立研究開発法人土木研究所 先端技術チーム  
 
  

 

〇  的確な整備サイクルの設定により、故障

を未然に防ぐことができる。  

×  設備状態によらず定期的に整備を行うた

め、効率的でない。整備コストも必要。  

× 整備頻度が多くなり、いじり壊しや、初期

状態に戻ることによる初期故障頻度の上

昇が懸念される。  

 

〇  設備の劣化兆候を監視して整

備を行うため、効率的。  

× 的確な診断を行うための技術

の習得が必要。  

× 診断に相応の費用、労力が必

要。  

 

〇  故障しなければ、整備費はかからないため、保全管理コスト的には有利。  

× 稼働時の故障リスクが高くなる。故障復旧によるコストが大きくなるリス

クがある。  

時間計画保全（TBM）  状態監視保全（CBM）  

事後保全（BM） 
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2）現状の課題  

 現状における機能診断に関する課題、保全方式に関する課題は、以下のと

おりである。  
 

（1）機能診断に関する課題  
●ポンプ内部の状態把握が困難  

  日常点検、概略機能診断では、ポンプ内部の状態把握は困難であり、

また、簡易内部診断は内部の腐食状況の把握は可能であるが、軸受部の

状態把握が困難である。状態把握のためには、高価な分解整備時に実施

する診断が必要である。  

 
●事後保全的な対応 

  日常点検、概略機能診断では、五感に頼ることになるため、劣化の兆

候となる小さな振動、音等の判断が困難。劣化が生じた状態で発生する

振動、音等で初めて判断が可能となるケースが多く、事後保全的な対応

となっている。  

 
●バラツキが生じる 

五感を主とした調査では、

測定者の主観に基づく、定性

的な評価、判断が行われる。

このため、調査結果にバラツ

キが生じる。  

 
●劣化傾向が把握しづらい 

機能診断による計測値は、主として絶対評価が行われていることか

ら、劣化傾向の定量的な把握が困難である。   

図 -2.3 五感による判断のバラツキ  
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（2）保全方式に関する課題  

●オーバーメンテナンス  

農業用施設機械（ポンプ設備）は、使用目的や天候等の状況に応じ

て、運転時間が施設毎に異なり、これにより施設毎の劣化進行の程度が

異なることから、時間計画保全（TBM）に基づく定期的な分解整備で交

換した部品が、まだ不具合が生じておらず十分使用可能な状態であるケ

ースが想定される。  

  ●分解整備により逆に不具合が生じる  

ポンプ設備は高い精度をもって施工管理（組立・据付・検査）が行わ

れ稼働しており、分解整備において不十分な点検・施工管理が行われる

と、稼働再開後に不具合が発生するケースがある。   

 

 （3）その他課題  

  ●突発事故の把握が困難  

  ポンプ内部の状態把握が困難であることから、突発事故の発生につな

がるケースがある。   
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3）状態監視保全（CBM）の必要性  

現状の課題を踏まえ、今後は施設、部位毎の動作状態の確認（施設状態監

視）、劣化傾向の検出（傾向管理）、故障や欠陥の評価等、施設の状態を監視

する「状態監視保全」（CBM）の導入が求められている。  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 現状  導入後  現状比  
周期  5 年毎  8 年毎に延伸   
分解整備  5,000 千円×5 回  5,000 千円×3 回   
状態監視  －  100 千円×27 回   
合計  25,000 千円  17,700 千円  0.59 

現状の課題  状態監視保全の導入  

①五感による定性的な判断  
→事後保全的な対応  
 

②時間計画保全（TBM）による

点検整備、更新  
→オーバーメンテナンス  

③ ポ ン プ 内 部 の 状 況 が 把 握 し

難い。  
→突発事故の発生  

保
全
費
用 

点検整備、更新サイクルの延伸による効果のイメージ  

経過年数  経過年数  5 年  8 年  

保
全
費
用 

例えば、現状 5 年毎の点検整備サイクルが状態監視の導入（1 年毎に調

査を実施）により、8 年毎のサイクルとなった場合、30 年間のライフサ

イクル期間で試算を行うと、以下のようなイメージとなる。  

図 -2.4 点検整備、更新サイクルの延伸による効果のイメージ  
 

①数値による可視化、定量的な

判断、傾向管理による予防保

全的な対応  

②状態監視保全（CBM）による点

検整備、更新サイクルの延伸  
 
③ポンプ内部の状 態把握による

突発事故の防止、ポンプ設備

の信頼性確保  
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